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老
齢
年
金
等
（
老
齢
ま
た
は
退
職
を

支
給
事
由
と
す
る
年
金
）
に
は
、
所
得

税
法
上
、「
雑
所
得
」
と
し
て
所
得
税
が

か
か
り
ま
す
（
障
害
年
金
や
遺
族
年
金

に
は
税
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
）。
所
得
税

は
受
け
取
る
年
金
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ

ま
す
が
、
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
の

は
年
金
額
が
１
５
８
万
円
以
上
の
方
の

み
で
す
（
65
歳
未
満
の
方
は
１
０
８
万

円
）。

　

所
得
税
に
は
、
納
税
者
の
税
を
負
担

す
る
能
力
に
応
じ
た
課
税
を
行
う
た
め

に
各
種
の
控
除
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

公
的
年
金
等
に
係
る
源
泉
徴
収
の
際
に

こ
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
「
公
的
年
金
等
の
受
給
者
の
扶

養
親
族
等
申
告
書
（
ハ
ガ
キ
）」（
以
下

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
と
い
う
）
を
社

会
保
険
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

こ
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
は
、
毎
年

10
月
下
旬
に
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー

か
ら
対
象
と
な
る
年
金
受
給
者
の
方
に

送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー

に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
提
出
期
限
は
12
月
上
旬
で
す
。

提
出
期
限
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
場
合
で

も
、
提
出
が
ま
だ
お
済
み
で
な
い
方
は
、

○
現
在
あ
る
お
近
く
の
社
会
保
険
事
務
所

は
、
新
た
に
「
年
金
事
務
所
」
と
名
称
が

変
わ
り
ま
す
が
、
年
金
相
談
な
ど
の
窓

口
と
し
て
引
き
続
き
ご
利
用
い
た
だ
け
ま

す
。
ま
た
、「
年
金
事
務
所
」
は
、
現
在

あ
る
社
会
保
険
事
務
所
の
建
物
を
そ
の
ま

ま
使
用
し
ま
す
の
で
、
所
在
地
に
変
更
は

あ
り
ま
せ
ん
。

○
日
本
年
金
機
構
の
設
立
に
伴
い
、
こ
れ
ま

で
社
会
保
険
料
や
社
会
保
険
事
務
所
の
名

義
で
ご
案
内
し
て
い
た
各
種
の
関
係
書
類

は
、
内
容
に
よ
り
、
今
後
は
厚
生
労
働
省

ま
た
は
日
本
年
金
機
構
の
名
義
で
ご
案
内

さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

国
民
の
皆
様
方
に
何
ら
か
の
手
続
き
を
し

て
い
た
だ
く
こ
と
は
一
切
ご
ざ
い
ま
せ
ん

の
で
、
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

○
日
本
年
金
機
構
は
、
社
会
保
険
庁
か
ら
公

的
年
金
の
運
営
業
務
を
引
き
継
い
で
行
う

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
公
的
年
金
制
度
は
、

国
の
制
度
と
し
て
、
そ
の
財
政
や
運
営
に

国
が
引
き
続
き
責
任
を
持
つ
こ
と
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

す
み
や
か
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
扶
養
親
族
等
申
告
書
が
届
か

な
い
場
合
や
、
な
く
し
て
し
ま
っ
た
場

合
な
ど
に
は
、
社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
近
く

の
社
会
保
険
事
務
所
（
℡
９
３
３―

３
４
３
９
）
ま
た
は
市
役
所
年
金
課
（
℡

９
７
３―

５
４
９
８
）、
ま
た
は
「
ね
ん

き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」（
０
５
７
０―

０
５―

１
１
６
５
）
に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

扶
養
親
族
等
申
告
書
は
、
所
得

税
の
控
除
を
受
け
る
た
め
の
大
切

な
届
書
で
す
。
申
告
書
が
提
出
さ

れ
な
い
と
、
控
除
申
告
が
な
い
も

の
と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す

の
で
、
忘
れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

国
民
の
皆
様
の
信
頼
に
応
え
、
一
層
の

サ
ー
ビ
ス
向
上
の
実
現
を
目
指
し
、
社
会
保

険
庁
は
組
織
・
人
員
を
一
新
し
、「
日
本
年

金
機
構
」
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

扶
養
親
族
等
申
告
書
の

　
　

提
出
は
お
済
み
で
す
か
？

　

扶
養
親
族
が
い
な
く
て
も
提

出
は
必
要
で
す
。

　

提
出
を
忘
れ
る
と
所
得
税
が

多
く
ひ
か
れ
て
し
ま
う
の
で
、

気
を
つ
け
て
ね
！


